
天理教      教会 責任役員会議事録 

 

1、日 時 令和   年   月   日       時  ～   時 

1、場 所 天理教     教会 会議室 

1、出席者 代表役員  

責任役員   責任役員  

               以上、責任役員  名中  名  

1、提出議案 

（１）宗教法人「天理教   分教会」を宗教法人「天理教    教会」に 

吸収合併する件 

（２）合併契約案について 

1、議事経過 

代表役員      は議長席につき、出席者の確認をして開会を宣し、続いて提出

議案について次の通り説明した。 

 

 

 

1、決議事項 

（１）宗教法人「天理教    分教会」を宗教法人「天理教     教会」に 

吸収合併する。 

（２）合併契約案は次のとおり作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収合併契約案】 

宗教法人「天理教    教会」（以下「甲」という） 

宗教法人「天理教   分教会」（以下「乙」という） 

は吸収合併のため本契約を締結する。 

第1条 「甲」は｢乙｣を吸収合併して存続し、｢乙｣はこれにより解散するもの

とする。 

第2条 「乙」の所有する財産及び一切の権利義務は「甲」が承継する。 

第3条 「乙」の代表役員及び責任役員は吸収合併により退任し、以後「甲」

の代表役員及び責任役員をもって、存続する「甲」の代表役員及び責

任役員とする。 

第4条 本契約の効力発生及びこの契約の履行期は、法定手続きを完了し、合

併の登記をした日とする。 

第5条 本契約に定めるもののほか、合併につき必要な事項は「甲」「乙」の

代表役員協議の上、これを定めるものとする。 

 

上記のとおり決定したので、議事録の真実を証するため、出席者全員が署名捺印する。 

 

  令和  年  月  日 

 

 議事録署名人  代表役員  

 

  

 議事録署名人  責任役員  

 

  

 議事録署名人  責任役員  



天理教   分教会 責任役員会議事録 

 

1、日 時 令和  年  月  日      時 ～  時 

1、場 所 天理教   分教会 会議室 

1、出席者 代表役員  

  責任役員    責任役員  

以上、責任役員 3 名中 3 名 

1、提出議案 

（１）宗教法人「天理教   分教会」を宗教法人「天理教    教会」に吸収

合併する件 

（２）合併契約案について 

 

1、議事経過 

代表役員      は議長席につき、出席者の確認をして開会を宣し、続いて提出

議案について次の通り説明した。 

宗教法人「天理教   分教会」は、昭和  年  月  日宗教法人を設立し、今

日まで布教活動につとめてきたが、現在教勢も小規模となり、また保全すべき財産もな

いことから、今後は上級教会である天理教    教会の指導のもと活動を進めていき

たいため、法人格を宗教法人天理教   教会に吸収合併することとしたい。 

従って、この度、教会規則第 28 条の規定により、その手続きを進めていきたい。 

尚、合併契約書は次のとおり作成したい。 

   

以上のとおり説明があった後、一括審議に付したところ、出席者全員の同意を得たの

で、議案（１）及び（２）は可決決定した。 

 

1、決議事項 

（１）宗教法人「天理教    分教会」を宗教法人「天理教     教会」に

吸収合併する。 

（２）合併契約案は次のとおり作成する。 

 

 

【吸収合併契約案】 

宗教法人「天理教    教会」（以下「甲」という） 

宗教法人「天理教   分教会」（以下「乙」という） 

は吸収合併のため本契約を締結する。 

第1条 「甲」は｢乙｣を吸収合併して存続し、｢乙｣はこれにより解散するもの

とする。 

第2条 「乙」の所有する財産及び一切の権利義務は「甲」が承継する。 

第3条 「乙」の代表役員及び責任役員は吸収合併により退任し、以後「甲」

の代表役員及び責任役員をもって、存続する「甲」の代表役員及び責

任役員とする。 

第4条 本契約の効力発生及びこの契約の履行期は、法定手続きを完了し、合

併の登記をした日とする。 

第5条 本契約に定めるもののほか、合併につき必要な事項は「甲」「乙」の

代表役員協議の上、これを定めるものとする。 

 

上記のとおり決定したので、議事録の真実を証するため、出席者全員が署名捺印する。 

  令和  年  月  日 

 

 議事録署名人  代表役員  

 

 議事録署名人  責任役員  

 

 議事録署名人  責任役員  

 


